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今月のお知らせ
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男女共同参画社会への理解を深
めましょう

　6月23日から6月29日までの1週間

は「男女共同参画週間」です。

　自分らしい人生を実現するために、

時間をどう使っていくのか、家族や地

域、社会はそれをどう後押ししていく

のか、社会全体で考えていくきっかけ

としましょう。

キャッチフレーズ　「そっか。いい人生

は、いい時間の使い方なんだ。」

※期間中は、図書館（来楽里ホール）に

特集コーナーを設置し、関連本や資

料を展示します。

 まちづくり推進課男女共同参画推

　  進室 23-2103

大規模小売店舗立地法に基づく
縦覧を行います

　カワチ薬品古川店の変更届提出に伴

う大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

を行います。

期限　8月17日まで

場所　産業商工課

届出内容　大規模小売店舗を設置す

る者の氏名（名称）・住所、法人の場合は

代表者の氏名　小売業を行う者の氏

名（名称）・住所、法人の場合は代表者の

氏名

 産業商工課商工振興担当 23-7091

国民健康保険医療費通知を発送
します

　国民健康保険の加入世帯ごとに、医

療費通知を世帯主へ「はがき」で通知

します。今年度は年5回（5月、8月、11

月、1月、2月）発送します。

　医療費を通知することで、適正な保

険診療の促進や医療費の適正化を目的

としています。

※確定申告時に医療費控除の添付書類

として医療費通知が使用できます

が、再発行はできませんので、大切

に保管してください。

 保険給付課国民健康保険担当　

23-6051

6月1日から30日は不正改造
車排除強化月間です

　不正改造は、改造を実施すること、改

造された自動車を走行させることの両

方が法律により禁じられています。違

反してしまうと、整備命令の交付を受

けたり、罰金などの対象になります。

　国土交通省では、不正改造車を排除

する運動を全国的に展開しています。

不正改造は絶対に行わないようにしま

しょう。

　詳しくは、自動車点検整備推進協議

会ウェブサイト（http://www.tenken-

seibi.com）を確認してください。

 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局 

　 迷惑黒煙・不正改造車情報提供窓口

022-235-2517

市営住宅などの入居者を募集し
ます

　申込者が多数の場合は抽選を行いま

す。詳しくはお問い合わせください。

受付期間　6月1日～12 日　

申込　建築住宅課や各総合支所地域振

興課で配布する申込用紙に記入し、宮

城県住宅供給公社に郵送

　申し込みは、申込のしおり、定期募集

住宅一覧などを確認してください。　

※次回は9月に募集します。

市営住宅

住宅名 家賃月額（円） 間取り 戸数

古川若葉町 7,700 ～ 12,700 3K 1

古川西館 10,300 ～ 20,300 3K 1

古川駅南 14,200 ～ 28,000 3K 1

古川諏訪改良 8,300 2K 1

三本木混内山 17,800 ～ 34,900 3DK 1

鹿島台鈴掛 18,600 ～ 36,500 2DK 2

鹿島台鈴掛 21,700 ～ 42,600 3DK 1

岩出山下一栗 21,200 ～ 41,700 2LDK 1

※浴槽・風呂釜が備えられていない住

　宅もあります。

松山定住促進住宅

家賃月額（円） 申込者数 間取り 戸数

20,000 単身可 2DK 2

25,000 2 名以上 3DK 2

※住宅は5階建てで、エレベーターは

　ありません。駐車場は、隣接の市営有

　料駐車場です。

 県住宅供給公社入居管理課

　022-224-0014

り災証明書の申請受付を終了します

　令和元年東日本台風（令和元年度台

風19号）により家屋（住家）に被害を受

けた人の、り災証明書の申請受付は、6

月30日で終了します。

　なお、再発行は、申請受付終了後も、

税務課で行います。

 税務課家屋担当　23-2148

暮らし

テイクアウトを実施している店
舗を紹介します

　市公式ウェブサイト内の「大崎 おう

ちごはん」では、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策として、テイクアウ

トやデリバリーを実施している市内の

飲食店を紹介しています。

　大崎のおいしい食事を家庭で味わ

い、集客や売り上げに深刻な影響を受

けている飲食店を地域一丸で応援しま

しょう。

　詳しい営業内容は直接店舗にお問い

合わせください。

 観光交流課観光担当 23-7097

ツキノワグマに注意してください

　春から秋にかけてクマは食料を求

め、活発に行動します。山以外でも多く

の目撃情報が寄せられていますので、

次のことに注意してください。　ク

マ類の行動が活発になる早朝、夕方の

作業　里山の緩衝地帯での灌
かんぼく

木の刈

払い　農作物の廃棄残
ざ ん さ

渣などが誘因

物にならないような適切な処理　ク

マ類の侵入を防ぐため、収納庫などの

施錠の徹底

 農林振興課畜産・林政担当

23-7090

6月1日から7日は第62回水
道週間です

　水道週間は、水道への理解と関心を

高め、公衆衛生の向上と生活環境の改

善を図るため、毎年実施されています。

　この機会に、水のことで気になる疑

問など、上下水道部まで気軽にご相談

ください。

スローガン　「飲み水を 未来につなご

う ぼくたちで」

 経営管理課総務・契約担当 

24-1112

水道メーター定期交換を行います

　有効期限が満了となる水道メーター

の定期交換を行います。該当する場合

は事前に連絡します。

　交換作業は市が委託した水道工事指

定店が行います。

日時　6月～10月下旬

対象　平成24年度に市が設置した水

道メーター

 経営管理課給排水担当  24-1112

給水管布設工事資金融資あっ
せん制度を実施しています

　市内の給水区域内で給水管の新設や

布設替え工事を行う人に、資金の融資

あっせんと利子補給を行います。

　融資は50万円を限度とし、市内に本

店または支店がある金融機関で受けら

れます。償還の方法は60月以内の毎月

元金均等償還とし、繰り上げ償還も可

能です。

対象経費　住宅への給水管布設工事

に要する経費のうち、配水管から給水

メーターまでの工事に要する経費

対象者　次の要件をすべて満たす人 

市内に住所を有する人　融資の

あっせんを受ける資金の償還について

十分な支払能力を有する人　市税、

水道料金の滞納がない人　県内に居

住する弁済能力のある連帯保証人を有

する人

申請　上下水道部経営管理課にお問い

合わせください

※融資申し込みは、金融機関で行って

ください。

 経営管理課給排水担当  24-1112

中小企業・小規模事業者へ経営
支援を行います

　中小企業支援機関や法務・会計・財務

などの専門家が地方公共団体と連携

し、企業経営のさまざまな課題解決に

向け、経営支援を行っていますので、お

気軽に相談ください。

対象　中小企業・小規模事業を営んで

いる法人・個人、これから事業を営む法

人・個人

 宮城県信用保証協会大崎支店

　　　　　　　　　　　　22-0722

台風第19号関連

QRコードか、ウエブアドレス（http:
//www.city.osaki.miyagi.jp/news/
index.cfm/detai l .1.38045.html）を
利用ください。

大崎

おうちごはん

◀QRコード

市営住宅

 大崎保健所疾病対策班

  91-0714

日時　6月8日・22日

　　　11時～11時30分

場所　大崎合同庁舎2階

※事前に電話予約が必要です。

6月の骨髄バンク

ドナー登録

 


